
実 施 日 備考 受　付　時　間 対象地区 場 所
2月1日 (火)

 【午前】    9:00~11:45 
 【午後】13:00~17:00
 【夜間窓口 : 2/3、2/8、2/16】17:30~19:30 
※夜間窓口は全地区対象です。

平良地区

2月2 日 (水)
2月3 日 (木) 夜間窓口実施
2月4 日 (金)
2月7 日(月)
2月8 日 (火) 夜間窓口実施
2月9 日 (水)

2月10 日 (木)
2月14 日(月)
2月15 日 (火)

城辺地区
2月16 日 (水) 夜間窓口実施
2月17 日 (木)
2月18 日 (金)
2月20 日 (日) 休日窓口実施 【午前】9:00~11:45  【午後】13:00~16:00 全地区
2月21 日(月)

 【午前】    9:00~11:45 
 【午後】13:00~17:00
 【夜間窓口 : 2/24、3/4】 17:30~19:30 
※夜間窓口は全地区対象です。

城辺地区
2月22 日(月)

上野地区
2月24日 (木) 夜間窓口実施
2月25 日 (金)
2月28 日(月)
３⺼1日 (火)

下地地区
３⺼2 日 (水)
３⺼3 日 (木)
３⺼4 日 (金) 夜間窓口実施
３⺼６日 (日) 休日窓口実施 【午前】9:00~11:45  【午後】13:00~16:00 全地区
３⺼７日(月) 夜間窓口実施

 【午前】    9:00~11:45 
 【午後】13:00~17:00
 【夜間窓口 : 3/7、3/9、3/14、3/15】　　　
　　　　　 17:30~19:30 
※夜間窓口は全地区対象です。

伊良部地区
３⺼８日 (火)
３⺼９日 (水) 夜間窓口実施

３⺼10 日 (木)
３⺼11 日 (金)
３⺼14 日 (月) 夜間窓口実施

全地区
３⺼15 日 (火) 夜間窓口実施

令和４年度 市民税・県民税申告受付日程表 

※１月下旬以降、順次申告書を発送します。申告が必要な方で申告用紙が届いていない方は、
　税務課市民税係（☎ 72-3751）までお問い合わせください。
※期限後に申告した場合、所得証明書等の即日交付や国保税の減免申請ができないことがあります。
※申告期限が近づくと、会場が混雑します。お早めの申告をお願いします。また、郵送での提出を
　推奨しています。 

  【お問合せ】　税務課市民税係 ☎ 72-3751( 代 )  【お問合せ】　税務課市民税係 ☎ 72-3751( 代 )
5　広報 2 月号 広報 2 月号　4

※各出張所、各地区公民館等での申告受付は行
● ● ● ● ●

いません。

市民税·県民税の申告は 期
・ ・ ・

限内に！
令和３年中に令和３年中に
● ● 給与、営業、農業、漁業、畜産、不動産、配当など所得があった方給与、営業、農業、漁業、畜産、不動産、配当など所得があった方
● ● 日雇い、パート、アルバイトなどの収入があった方日雇い、パート、アルバイトなどの収入があった方
● ● 社会保険料や扶養など追加で控除を受ける方社会保険料や扶養など追加で控除を受ける方
● ● 遺族年金や障害年金のみを受給していた方遺族年金や障害年金のみを受給していた方
● ● 雇用保険のみを受給していた方雇用保険のみを受給していた方
● ● 県営、市営団地居住者で、令和３年 10 月 1 日現在 16 歳以上になる方県営、市営団地居住者で、令和３年 10 月 1 日現在 16 歳以上になる方
　（後日、所得証明書の提出を求められるため、申告が必要です）　（後日、所得証明書の提出を求められるため、申告が必要です）
● ● 収入がなかった方収入がなかった方
　（申告義務はありませんが、申告しないと国民健康保険料、介護保険料に影響する　（申告義務はありませんが、申告しないと国民健康保険料、介護保険料に影響する
　ことがあり、また所得証明書が取れないため、申告をおすすめしています）　ことがあり、また所得証明書が取れないため、申告をおすすめしています）

○ 税務署で確定申告をされる方○ 税務署で確定申告をされる方
○ 収入が給与のみで、勤務先が市役所へ「年末調整された」給与支払報告書を提出した方○ 収入が給与のみで、勤務先が市役所へ「年末調整された」給与支払報告書を提出した方
   （年末調整がされていない、勤務先が市役所へ給与支払報告書を提出していない場合は、   （年末調整がされていない、勤務先が市役所へ給与支払報告書を提出していない場合は、
　申告が必要です）　申告が必要です）
○ 65 歳以上で収入が公的年金のみ、かつ 148 万円以下の方（ただし、別途所得がある場○ 65 歳以上で収入が公的年金のみ、かつ 148 万円以下の方（ただし、別途所得がある場
　合は申告が必要です）　合は申告が必要です）
○ 生活保護受給者（ただし、別途所得がある場合は申告が必要です）○ 生活保護受給者（ただし、別途所得がある場合は申告が必要です）

①申告用紙①申告用紙
②収入を証明できるもの②収入を証明できるもの
　・給与、年金の方：源泉徴収票または給与支払者の証明書など　・給与、年金の方：源泉徴収票または給与支払者の証明書など
　・事業所得の方    ：帳簿や各種領収書などの収入や必要経費が確認できるもの　・事業所得の方    ：帳簿や各種領収書などの収入や必要経費が確認できるもの

③所得から控除できる金額が確認できるもの③所得から控除できる金額が確認できるもの（以下、一例です）（以下、一例です）
　・保険料控除を受ける方：国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、　・保険料控除を受ける方：国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、
 　　　　　　　　　　　　  国民年金保険料、生命保険料、 　　　　　　　　　　　　  国民年金保険料、生命保険料、
                                           地震保険料などの領収書や支払証明書                                           地震保険料などの領収書や支払証明書
　・医療費控除を受ける方：自身で記入した医療費控除の明細書（内訳書）　・医療費控除を受ける方：自身で記入した医療費控除の明細書（内訳書）
　・障害者控除を受ける方：障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳　・障害者控除を受ける方：障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
　・寄付金控除を受ける方：寄付金の領収書　・寄付金控除を受ける方：寄付金の領収書
※②③は、ご自身で内容を記載した申告用紙を持参・郵送する場合は書類の添付等は不要です。※②③は、ご自身で内容を記載した申告用紙を持参・郵送する場合は書類の添付等は不要です。
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・ ・ ・

限内に！

※宮古島市役所での申告が難しい場合は、郵送で申告してください。
※上記日程で都合の悪い場合は、指定日以外でも申告できます。都合の悪い場合は、指定日以外でも申告できます。
　　3 月 15 日 ( 火 ) までの実施日に申告3 月 15 日 ( 火 ) までの実施日に申告して下さい。して下さい。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、来庁時はマスクを着用してください。
　発熱（37.5℃以上 ) 時の来庁は控えてください。

令和４年度 市民税・県民税申告受付日程表令和４年度 市民税・県民税申告受付日程表  
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